
＜月次報告様式（新様式　令和５年４月～）＞
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1 R7.10.21 R7.11.4

特定非営利活動法人〇〇の令
和５年度事業報告書等提出書、
令和６年度 事業報告書等提出
書、令和５年度認定（特例認定）
特定非営利活動法人の役員報
酬規程等提出書（第20号様式）、
特定非営利活動促進法第54条
第2項第3号に定める事項を記載
した書類（別紙分）差替前、第21
号様式、令和6年度認定（特例認
定）特定非営利活動法人の役員
報酬規程等提出書（第20号様
式）、第21号様式

10 1 1 1 1

（７条第２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
（７条第３号）
法人に関する情報で、法人の事業運営上の地位その他
社会的な地位が損なわれると認められるため
（７条第４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼ
すため

生活文化局都民
生活部管理法人
課

2 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「障害者の文化
芸術活動の発表の場提供事業
「令和6年度第1回つながる音楽
会」」及び「障害者の文化芸術活
動の発表の場提供事業「令和6
年度第2回つながる音楽会」」に
ついて、動画の制作経費がわか
る文書
　・内訳書

1 1
生活文化局文化
振興部文化事業
課

3 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「第35回東京都
平和の日記念式典」について、
動画の制作経費がわかる文書
　・内訳書

1 1
生活文化局文化
振興部企画調整
課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

4 R7.9.2 R7.11.7

「令和6年度ボランティア文化定
着に向けたセミナー運営等業務
委託」内訳書
「令和6年度スポーツ組織と連携
したボランティア文化定着に向け
た普及啓発活動の業務委託」内
訳書
内訳書
「令和5年度「町会・自治会デジタ
ル活用普及啓発事業」実施運営
に係る業務委託」内訳書

4 1
生活文化局都民
生活部地域活動
推進課

5 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「令和６年度女
性活躍推進事業「育業で、パパ
も主役の子育てライフ♪」」及び
「令和６年度女性活躍推進事業
「女性のためのキャリアアップセミ
ナー」」について、動画の制作経
費がわかる文書
・「令和6年度東京ウィメンズプラ
ザ女性活躍推進事業運営等業
務委託」内訳書

　東京動画掲載の「令和５年度
東村山市共催 女性活躍推進事
業「“ねばならない”にとらわれな
い！ わたしたちの家事分担」」に
ついて、動画の制作経費がわか
る文書
・「令和5年度東京ウィメンズプラ
ザ女性活躍推進事業（東村山市
共催事業）運営等業務委託」内
訳書

2 1
生活文化局都民
生活部東京ウィ
メンズプラザ
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6 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「令和５年度女
性活躍推進事業「働く女性のメン
タルヘルス講演会 ありのままの
自分を認める！折れない、ブレな
い「自分」の育て方」」について、
動画の制作経費がわかる文書
・「令和5年度東京ウィメンズプラ
ザ女性活躍推進事業運営等業
務委託」内訳書

　東京動画掲載の「【進路選択・
受験勉強】女優・谷花音さんによ
るトークショー」について、動画の
制作経費がわかる文書
・「女子中高生向け女子大学生と
の座談会実施に係る企画・運営
等業務委託」内訳書

2 1 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ため

生活文化局都民
生活部東京ウィ
メンズプラザ

7 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「水回りのトラブ
ルが発生したら？【実験実習講
座より】」及び「クリーニングに出
すときの注意【実験実習講座よ
り】」について、動画の制作経費
がわかる文書
　・請書（６消セ活第1777号）

1 1 1 1

（７条第２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
（７条第４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼ
すため

生活文化局消費
生活総合セン
ター相談課

8 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「TOKYOエシカ
ル カンファレンス」、「TOKYOエ
シカルカンファレンス＜第２回
＞」、「TOKYOエシカルファッショ
ンチャレンジ」、「TOKYOエシカ
ルキャンペーン」について、動画
の制作経費がわかる文書
　・内訳書

1 1
生活文化局消費
生活部企画調整
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

9 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「あなたは狙わ
れている！？悪質なホストクラブ
やコンカフェの高額請求トラブル
にあわないために(15秒ver)」及
び「あなたは狙われている！？悪
質なホストクラブやコンカフェの高
額請求トラブルにあわないために
(30秒ver)」について、動画の制
作経費がわかる文書
・「若者の消費者被害に係る啓発
用動画制作委託」支出命令書（6
生消企第157号）

1 1 1 1

（７条３号）
当該事業者に係る内部管理情報であって、公にすること
により、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位が
損なわれると認められるため
（７条６号）
公表されていない内線番号であり、公にすることにより業
務に関係のない着信が生じるなど事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため

生活文化局消費
生活部企画調整
課

10 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の以下動画につ
いて、それぞれの動画の制作経
費がわかる文書
①「ろうそくによる火災・やけどに
注意！」
②「カセットこんろは正しく安全に
使いましょう！」
③「電気ケトルによるやけどに注
意！」
④「【その持ち方、危険です！】
「傘の安全性に関する調査」を実
施しました」

⑤「⚠火災の危険も！ 電子レ

ンジの事故に注意！！」
⑥「【ベランダ転落防止！】
FC東京・東慶悟選手からの
メッセージ」

0 1

公文書の件名に記載の動画のうち、①～⑤は都員制作
の動画のため制作経費が発生しておらず、⑥の動画に
ついては東京都とFC東京が共同で制作しているが、撮
影及び編集等の作業はFC東京が無償で行っているた
め、請求に係る公文書は実施機関では作成及び取得し
ていない

生活文化局消費
生活部生活安全
課

11 R7.9.2 R7.11.7

東京動画について、動画の制作
経費がわかる文書
・令和6年度成年年齢引下げを
踏まえた若者向けの消費者啓発
に係る業務委託費用内訳

1 1
生活文化局消費
生活総合セン
ター活動推進課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

12 R7.9.2 R7.11.7

東京動画について、動画の制作
経費がわかる文書
・委託契約書（06消セ活第709
号）
・委託契約書（06消セ活第1082
号）

2 1 1 1

（７条第２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
（７条第４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼ
すため

生活文化局消費
生活総合セン
ター活動推進課

13 R7.9.2 R7.11.7

東京動画掲載の「正確！簡単！
自由研究にぴったり！！100均
の材料で棒はかりをつくろ
う！！」について、動画の政策経
費がわかる文書

0 1
公文書の件名に記載の動画については、都職員制作の
動画のため制作経費が発生しておらず、当該交文書は
実施機関では作成及び取得していないため

生活文化局計量
検定所管理指導
課

14 R7.10.27 R7.11.10

「民法等の一部を改正する法律
（令和６年法律第33号）に係る
Q&A形式の解説資料の周知等
について（依頼）」に関して、東京
都内の私立学校に対する、
・周知文書
・周知の宛先一覧
・本周知に関して東京都が保有
する一切の情報

243 1
生活文化局私学
部私学行政課

15 R7.10.29 R7.11.11
令和６年○月○日打合せ記録
(学校法人○○)及び資料

3 1
生活文化局私学
部私学行政課

16 R7.10.24 R7.11.13

事例出力（2024年度に東京都消
費生活総合センターで受け付け
た犬猫の取引に関する消費生活
相談情報の件数、件名、販売購
入形態及び処理結果）

6 1
生活文化局消費
生活総合セン
ター相談課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

17 R7.10.24 R7.11.13

2024年度中に東京都消費生活
総合センターにおいて、犬猫の
取引に関する苦情や相談を受け
付け、または助言等の対応をなし
たことを記録した行政文書の件
数や、それらの過去からの傾向
を分析した二次資料のうち、過去
からの傾向を分析した二次資料

0 1
請求に係る公文書については、作成及び取得しておら
ず存在しない

生活文化局消費
生活総合セン
ター相談課

18 R7.9.17 R7.11.14
○○認可申請の取下げ申し立て
書、学校法人○○学園○○認可
申請書

115 1 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ため。公にすることにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため
（７条３号）
法人の内部管理に属する事項に関する情報であり、公
にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の
地位その他社会的地位が損なわれると認められるため
（７条４号）
公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそ
れがあるため

生活文化局私学
部私学行政課

19 R7.9.17 R7.11.14

学校法人○○学園○○認可申
請書のうち、〇〇の登記簿謄本、
理事会議事録、○○確約書及び
寄付行為

1 1

（７条３号）
法人の内部管理に属する事項に関する情報であり、公
にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の
地位その他社会的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私学
部私学行政課

20 R7.9.19 R7.11.18

令和６年度　東京都配偶者暴力
被害者等セーフティネット強化支
援交付金について、令和６年８月
以降に東京都が取得、発行した
文書
区市町村事業及び民間シェル
ター等事業両方の文書

1284 1 1 1

（７条２号）
公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれが
あると認められるため。
（７条３号）
公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社
会的な地位が損なわれると認められるため

生活文化局都民
生活部男女平等
参画課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

21 R7.9.24 R7.11.21

○○生活協同組合
○○生活協同組合
○○生活協同組合
○○生活協同組合
の令和３年度、令和４年度及び
令和５年度の貸借対照表、損益
計算書および事業報告書

107 1
生活文化局消費
生活部取引指導
課

22 R7.9.24 R7.11.21

○○生活協同組合
の令和４年度及び令和５年度の
貸借対照表、損益計算書および
事業報告書

15 1 1

（７条３号）
これらの情報は、経理に関するもので、開示することによ
り、当該法人の内部管理に属する事項に関する状況を
相当程度具体的に把握することが可能となり、競争上又
は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

生活文化局消費
生活部取引指導
課

23 R7.9.24 R7.11.21

○○生活協同組合、
○○生活協同組合及び
○○生活協同組合
令和３年度の貸借対照表、損益
計算書及び事業報告書
○○生活協同組合及び○○生
活協同組合
令和３年度及び令和４年度の貸
借対照表、損益計算書及び事業
報告書
○○生活協同組合及び○○生
活協同組合
令和４年度の貸借対照表、損益
計算書及び事業報告書

0 1
実施機関において作成及び取得しておらず存在しない
ため

生活文化局消費
生活部取引指導
課

24 R7.10.3 R7.11.28

私立学校教育助成金調査表（A
表）「２事業活動収支計算書（令
和６年度決算）」「３貸借対照表
（令和６年度）」（学校法人○○ほ
か186法人）

374 1 1

（７条３号）
開示により法人の収入・支出の状況や財産状況を相当
程度具体的に把握することが可能となり、法人の競争上
又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれる
と認められる。

生活文化局私学
部私学行政課


